
 

第６次熊野町行政改革大綱実施計画 
【令和３年度－令和７年度】 

熊野町行政改革推進本部 

令和４年２月 

ひと まち 育む 筆の都 熊野町 
～なんかいい ちょうどいい そう想えるまちを目指して～ 



■基本施策１　　町民参画の推進

基本施策１－町民参画の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03 行政協力員会議開催 2 100%

R04 行政協力員会議開催 2 100%

R05 行政協力員会議開催 2 100%

R06 行政協力員会議開催 2 100%

整理番号：1-⑵-1

R07 行政協力員会議開催 2 100%

R03
地域活動への自主的参加に関した項目を自己申告書
に追加し（自己アピール項目）、人事における資料の一
つとすることを検討する。

100%

R04
地域活動への自主的参加に関した項目を自己申告書
に追加し（自己アピール項目）、人事における資料の一
つとすることを検討する。（試行を含む）

100%

R05
地域活動への自主的参加に関した項目を自己申告書
に追加し（自己アピール項目）、人事における資料の一
つとする。（見直し・試行を含む）

100%

R06
地域活動への自主的参加に関した項目を自己申告書
に追加し（自己アピール項目）、人事における資料の一
つとする。（見直し・試行を含む）

100%

整理番号：1-⑵-2

R07
地域活動への自主的参加に関した項目を自己申告書
に追加し（自己アピール項目）、人事における資料の一
つとする。（見直し・試行を含む）

100%

基本施策１－町民参画の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03
観光振興基盤育成事業による外部からの専門家を招
聘し、町内の産業・観光関係団体等との連携を図り、観
光まちづくりに資する基盤の育成を図る。

20%

R04
観光振興基盤育成事業による外部からの専門家を招
聘し、町内の産業・観光関係団体等との連携を図り、観
光まちづくりに資する基盤の育成を図る。

60%

R05
住民主体による観光まちづくりイベントの実施、組織の
設立に向けた支援。

80%

R06
住民主体による観光まちづくり組織の設立とその運営
の支援。

100%

整理番号：1-⑶-1

R07
住民主体による観光まちづくり組織の設立とその運営
の支援。

100%

R03
観光振興基盤育成事業による外部からの専門家を招
聘し、町内の産業・観光関係団体等との連携を図り、観
光まちづくりに資する基盤の育成を図る。

20%

R04
観光振興基盤育成事業による外部からの専門家を招
聘し、町内の産業・観光関係団体等との連携を図り、観
光まちづくりに資する基盤の育成を図る。

60%

R05
住民主体による観光まちづくりイベントの実施、組織の
設立に向けた支援。

80%

R06
住民主体による観光まちづくり組織の設立とその運営
の支援。

100%

整理番号：1-⑶-2

R07
住民主体による観光まちづくり組織の設立とその運営
の支援。

100%

大分類 中分類

大分類 中分類

⑵　住民自治
活動の支援

1 自治会と連携し、各種
事業の円滑な推進を図
ります。

1

【名称】
行政協力員会議の開催

【取組の目的/効果】
住民自治活動を推進するために、
住民代表組織である行政協力員
（自治会連合会）会議を開催し、行
政と地元の情報共有を図る。

【目標値】
年2回開催

2 地域活動を支援し、協
働のきっかけづくりとな
るよう、職員の地域活
動への積極的な参加を
推進します

1

【名称】
職員の地域活動への積極的な参
加の推進

【取組の目的/効果】
職員が地域活動に参加することに
より住民等との交流の場が生ま
れ、より地域に根差した行政運営
の視点を養うことができるとともに、
住民意識に「行政との協働」により
まちづくりを行う意識の醸成を図
る。

⑶　地域協働
の推進

1 あらゆる機会を通じて、
本町に対する誇りや愛
着の醸成を図り、それ
らを通じて「自分たちの
まちを自分たちでよくし
ていく」というシビックプ
ライドの考え方を普及さ
せます。

1

【名称】
観光まちづくりにつながるシビック
プライドの育成

【取組の目的/効果】
産業関係団体等と連携し、住民主
体による観光まちづくり・地域の活
性化につながるシビックプライドの
育成を図る。

2 町民との協働のもと、
地域団体、民間事業
者、ＮＰＯなどと行政が
役割と責任を分担しな
がら、協力してまちづく
りを進める体制をつくり
ます。

1

※1-⑶-1　再掲

【名称】
観光まちづくりにつながるシビック
プライドの育成

【取組の目的/効果】
産業関係団体等と連携し、住民主
体による観光まちづくり・地域の活
性化につながるシビックプライドの
育成を図る。



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

小分類 推進課

総務課

小分類 推進課

生活環境課

総務課

産業観光課



R03
地域懇談会を開催し、情報交換を行い、地域のニーズ
を的確に把握する。

1 100%

R04
地域懇談会の検証及び次年度実施に向けて検討す
る。

100%

R05
地域懇談会を開催し、情報交換を行い、地域のニーズ
を的確に把握する。

1 100%

R06
地域懇談会の検証及び次年度実施に向けて検討す
る。

100%

整理番号：1-⑶-3

R07
地域懇談会を開催し、情報交換を行い、地域のニーズ
を的確に把握する。

1 100%

R03 活動団体への支援 5 100%

R04 活動団体への支援 5 100%

R05 活動団体への支援 5 100%

R06 活動団体への支援 5 100%

整理番号：1-⑶-5

R07 活動団体への支援 5 100%

基本施策１－町民参画の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03

審議会等の構成員に一般公募の町民を含めるよう全
庁に向けて周知（公募により住民意見を聴取することが
ふさわしいものに限る）
審議会等の委員の構成について調査を実施（男女・公
募の有無等）

100%

R04

審議会等の構成員に一般公募の町民を含めるよう全
庁に向けて周知（公募により住民意見を聴取することが
ふさわしいものに限る）
審議会等の委員の構成について調査を実施（男女・公
募の有無等）

100%

R05

審議会等の構成員に一般公募の町民を含めるよう全
庁に向けて周知（公募により住民意見を聴取することが
ふさわしいものに限る）
審議会等の委員の構成について調査を実施（男女・公
募の有無等）

100%

R06

審議会等の構成員に一般公募の町民を含めるよう全
庁に向けて周知（公募により住民意見を聴取することが
ふさわしいものに限る）
審議会等の委員の構成について調査を実施（男女・公
募の有無等）

100%

整理番号：1-⑷-1

R07

審議会等の構成員に一般公募の町民を含めるよう全
庁に向けて周知（公募により住民意見を聴取することが
ふさわしいものに限る）
審議会等の委員の構成について調査を実施（男女・公
募の有無等）

100%

R03
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計1回）

1 20%

R04
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計2回）

2 40%

R05
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計3回）

3 60%

R06
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計4回）

4 80%

整理番号：1-⑷-2

R07
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計5回）

5 100%

3 地域懇談会を隔年で14
地区で実施し、地域の
課題解決に向けて継続
して取り組みます。

1

【名称】
対話型行政の推進

【取組の目的/効果】
地域懇談会を開催し、町行政の情
報提供を行うと共に、地域の課題
解決に向け情報交換を行い、地域
のニーズを的確に把握する。

【目標値】
地域懇談会の開催（隔年）

4 熊野町まちづくり協働
推進事業を継続し、町
民の積極的な取組を促
進するとともに、必要な
支援を行います。

1

【名称】
まちづくり協働事業の推進

【取組の目的/効果】
協働のまちづくりを推進するため、
まちづくりに繋がる事業への支援
を行う。

【目標値】
5団体

大分類 中分類

【名称】
パブリックコメントの実施

【取組の目的/効果】
政策への意思決定過程の公正を
確保し、町民意見の反映、透明性
の向上を図ることを目的とする。

【目標値】
第６次総計記載KPI数値：5回（累
計）

⑷　政策形成
過程への町
民参画の推
進

1 審議会、懇話会等にお
ける委員の一般公募、
女性委員の登用など、
政策の企画段階から町
民が参画できる機会の
拡充を図ります。

1

【名称】
審議会等における町民の参画推
進

【取組の目的/効果】
政策や各種事業への取組への計
画策定時などにおいて、一般公募
した町民を委員に含めることによ
り、住民視点を取り入れた行政運
営に資することを目的とする。

2 パブリックコメント制度
を導入し、政策への町
民意見の反映に努めま
す。また、パブリックコメ
ント制度の活用促進の
ため、ホームページや
広報等により町民に広
く周知します。

1



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

政策企画課

生活環境課

小分類

政策企画課

推進課

総務課



基本施策１－町民参画の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03
町広報やホームページなどを活用し、選挙に関する情
報をわかりやすく発信する。

100%

R04

高校生に向けて選挙に関する意識啓発を行う。（ポス
ター等啓発グッズの活用）
町広報やホームページなどを活用し、選挙に関する情
報をわかりやすく発信する。

100%

R05

高校生に向けて選挙に関する意識啓発を行う。（ポス
ター等啓発グッズの活用）
町広報やホームページなどを活用し、選挙に関する情
報をわかりやすく発信する。

100%

R06

高校生に向けて選挙に関する意識啓発を行う。（ポス
ター等啓発グッズの活用）
町広報やホームページなどを活用し、選挙に関する情
報をわかりやすく発信する。

100%

整理番号：1-⑸-1

R07

高校生に向けて選挙に関する意識啓発を行う。（ポス
ター等啓発グッズの活用）
町広報やホームページなどを活用し、選挙に関する情
報をわかりやすく発信する。

100%

大分類 中分類

⑸　町民参画
による事業の
推進

1 町政への関心とまちづ
くりの参画意識を高め
るための取組を推進し
ます。特に、若年層の
投票率が著しく低い傾
向や法改正により選挙
権年齢が18歳以上へと
引き下げられたことを
踏まえ、公民教育の充
実や若年層の投票率
向上を意識した選挙啓
発に努めます。

1

【名称】
選挙に対する意識啓発

【取組の目的/効果】
選挙権を持つ以前の年齢から選挙
に関する関心を高めることで、町の
まちづくりや県、国の政策などへの
参画意識の向上につなげる



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

小分類 推進課

総務課



■基本施策２　　効率的・効果的な行財政運営の推進

基本施策２－効率的・効果的な行財政運営の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03 年間差押件数50件以上（国保税含む） 95.90% 20%

R04 年間差押件数50件以上（国保税含む） 96.00% 40%

R05 年間差押件数50件以上（国保税含む） 96.10% 60%

R06 年間差押件数50件以上（国保税含む） 96.20% 80%

整理番号：2-⑴-1-1

R07 年間差押件数50件以上（国保税含む） 96.30% 100%

R03
スマートフォン決裁サービスの導入
コンビニ等収納継続・口座振替推進

71.50% 20%

R04 コンビニ等収納継続・口座振替推進 72.50% 40%

R05
共通納税（電子納税）の固定資産税及び軽自動車税へ
の拡充
コンビニ等収納継続・口座振替推進

73.50% 60%

R06 コンビニ等収納継続・口座振替推進 74.50% 80%

整理番号：2-⑴-1-2

R07 コンビニ等収納継続・口座振替推進 75.50% 100%

R03
催告を毎月実施。
滞納分の滞納整理を実施

98.64% 20%

R04
催告を毎月実施。
滞納分の滞納整理を実施

98.73% 40%

R05
催告を毎月実施。
滞納分の滞納整理を実施

98.82% 60%

R06
催告を毎月実施。
滞納分の滞納整理を実施

98.91% 80%

整理番号：2-⑴-1-3

R07
催告を毎月実施。
滞納分の滞納整理を実施

99.00% 100%

R03 催告を毎月実施。 97.60% 10%

R04 催告を毎月実施。 97.65% 30%

R05 催告を毎月実施。 97.70% 50%

R06 催告を毎月実施。 97.75% 70%

整理番号：2-⑴-1-4

R07 催告を毎月実施。 97.80% 100%

大分類 中分類

【名称】
保育料の収納率の向上

【取組の目的/効果】
迅速かつ適切な滞納処分の実施
により、自主財源の安定的な確保
を図る。

【目標値】
収納率を平成28～令和2年度平均
98.55%から99.0%に0.45%向上させる

4

【名称】
住宅使用料等の収納対策の推進

【取組の目的/効果】
財源確保と負担の公平性の観点
から、収納対策を強力に推進す
る。

【目標値】
過去５年間平均収納率（97.5％）か
ら、97.8％に向上させる。

⑴　持続性を
高める行財
政運営

1 納税方法の利便性の
向上や、財産調査の簡
略化による迅速かつ適
切な滞納処分の実施、
課税担当課との情報連
携の強化などにより、
収納対策を充実し、自
主財源の安定的な確保
を図ります。

1

【名称】
町税の収納対策の推進

【取組の目的/効果】
財源確保と負担の公平性の観点
から、新たな徴収方法の検討や効
果的・効率的な収納体制の確立な
ど、町税等徴収金の収納対策を強
力に推進する。

【目標値】
過去５年間平均収納率（95.9％）か
ら、96.3％に向上させる。

2

【名称】
納税方法の利便性の向上

【取組の目的/効果】
従来の納税方法を継続しつつ、納
税方法の利便性の向上を推進し、
町税等の徴収金の収納率の向上
を図る。

【目標値】
コンビニ等収納（37.5％）・口座振替
（33.0％）の合計利用率を5％向上
させる。

3



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

小分類 推進課

収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課

収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課

収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課

収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課



R03 年間差押件数50件以上（国保税含む） 83.40% 20%

R04 年間差押件数50件以上（国保税含む） 83.60% 40%

R05 年間差押件数50件以上（国保税含む） 83.80% 60%

R06 年間差押件数50件以上（国保税含む） 84.00% 80%

整理番号：2-⑴-1-5

R07 年間差押件数50件以上（国保税含む） 84.20% 100%

R03

滞納者に対する早期滞納時期からの納付交渉の実施
（文書、電話）
納付能力のない者に対する徹底した財産調査に基づ
く、債権放棄処理の実施（執行停止、不納欠損）

99.63% 20%

R04

滞納者に対する早期滞納時期からの納付交渉の実施
（文書、電話）
納付能力のない者に対する徹底した財産調査に基づ
く、債権放棄処理の実施（執行停止、不納欠損）

99.64% 40%

R05

滞納者に対する早期滞納時期からの納付交渉の実施
（文書、電話）
納付能力のない者に対する徹底した財産調査に基づ
く、債権放棄処理の実施（執行停止、不納欠損）

99.65% 60%

R06

滞納者に対する早期滞納時期からの納付交渉の実施
（文書、電話）
納付能力のない者に対する徹底した財産調査に基づ
く、債権放棄処理の実施（執行停止、不納欠損）

99.66% 80%

整理番号：2-⑴-1-6

R07

滞納者に対する早期滞納時期からの納付交渉の実施
（文書、電話）
納付能力のない者に対する徹底した財産調査に基づ
く、債権放棄処理の実施（執行停止、不納欠損）

99.67% 100%

R03 催告を隔月実施、納付書を同封 99.46% 40%

R04 催告を隔月実施、納付書を同封 99.47% 60%

R05 催告を隔月実施、納付書を同封 99.48% 70%

R06 催告を隔月実施、納付書を同封 99.49% 90%

整理番号：2-⑴-1-7

R07 催告を隔月実施、納付書を同封 99.50% 100%

R03 催告書の発送と財産調査の実施 96.26% 20%

R04 催告書の発送と財産調査の実施 96.31% 40%

R05 催告書の発送と財産調査の実施 96.36% 60%

R06 催告書の発送と財産調査の実施 96.41% 80%

整理番号：2-⑴-1-8

R07 催告書の発送と財産調査の実施 96.46% 100%

5

【名称】
国民健康保険税の収納対策の推
進

【取組の目的/効果】
財源確保と負担の公平性の観点
から、新たな徴収方法の検討や効
果的・効率的な収納体制の確立な
ど、町税等徴収金の収納対策を強
力に推進する。

【目標値】
収納率をR2（83.38%）から84.20％に
向上させる。

6

【名称】
後期高齢者医療の収納率の向上

【取組の目的/効果】
後期高齢者医療における保険料
の収納率を向上させることで、安定
的な財政運営の実現を目指す。

【目標値】
H28～R2の5年間の平均収納率
99.62%を基準とし、毎年0.01%ずつ
増加させる。

7

【名称】
介護保険料収納率の維持

【取組の目的/効果】
介護保険事業の公正かつ持続可
能性を高める運営を行うため、介
護保険料滞納者に対する催告を適
切に実施し、収納率の維持・向上
を図る。

【目標値】
現年度分の収納率を過去５年間の
平均収納率99.43％から99.5％以
上

8

【名称】
下水道受益者負担金の収納率の
向上

【取組の目的/効果】
財源確保と負担の公平性の観点
から、収納対策を強力に推進す
る。

【目標値】
過年度平均96.21％から96.46％へ
向上させる。



収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課

税務住民課

収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課

収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課



R03
上水：給水停止を毎月実施
下水：給水停止不可の世帯（下水道のみの世帯）に対
し、年２回の催告を実施

上水：
98.39％
下水：

97.35％

20%

R04
上水：給水停止を毎月実施
下水：給水停止不可の世帯（下水道のみの世帯）に対
し、年３回の催告を実施

上水：
98.43％
下水：

97.39％

40%

R05
上水：給水停止を毎月実施
下水：給水停止不可の世帯（下水道のみの世帯）に対
し、年４回の催告を実施

上水：
98.47％
下水：

97.43％

60%

R06
上水：給水停止を毎月実施
下水：給水停止不可の世帯（下水道のみの世帯）に対
し、年５回の催告を実施

上水：
98.51％
下水：

97.47％

80%

整理番号：2-⑴-1-9

R07
上水：給水停止を毎月実施
下水：給水停止不可の世帯（下水道のみの世帯）に対
し、年６回の催告を実施

上水：
98.55％
下水：

97.51％

100%

R03 企業（起業）誘致に関する支援制度の検討 0%

R04 企業（起業）誘致に関する支援制度の検討 10%

R05
企業（起業）誘致に関する支援制度の検討
関係団体との調整

20%

R06
企業（起業）誘致に関する支援制度の検討
関係団体との調整

50%

整理番号：2-⑴-2

R07
関係団体との調整
企業（起業）誘致に関する支援制度の構築

100%

R03 未申告調査の実施 100%

R04 未申告調査の実施 100%

R05 未申告調査の実施 100%

R06 未申告調査の実施 100%

整理番号：2-⑴-3

R07 未申告調査の実施 100%

R03 未利用町有地の調査 20%

R04 未利用町有地の調査 40%

R05 未利用町有地の売却・有効利用の検討 60%

R06 未利用町有地の売却・有効利用の検討 80%

整理番号：2-⑴-4

R07 土地利用計画書の作成、完成 100%

9

【名称】
水道料金及び下水道使用料の収
納率の向上

【取組の目的/効果】
財源確保と負担の公平性の観点
から、収納対策を強力に推進す
る。

【目標値】
上水：過年度平均98.35％から
98.55％に向上させる。
下水：過年度平均97.31％から
97.51％へ向上させる。

2 企業の誘致、起業の促
進など新たな課税客体
の拡充に向けて地域経
済振興対策の強化を図
ります。

1

【名称】
企業誘致の促進

【取組の目的/効果】
企業の誘致、起業の促進など新た
な課税客体の拡充に向けて、関係
団体への支援体制を検討する。

【目標値】
誘致（起業）促進に向けての支援
体制の構築

3 課税客体を適正に把握
するため、県や国の関
係機関との情報連携の
強化等の施策を実施
し、適正な賦課を推進
します。

1

【名称】
課税客体の適正な把握

【取組の目的/効果】
適正な課税を行うため、個人住民
税、法人町民税、償却資産の未申
告者に対し、調査を実施して課税
客体の把握を継続して実施する。

4 本町が保有する用地の
うち、将来にわたって不
要と考えられる土地・施
設などを売却し、公共
施設の維持保全の財
源を確保します。

1

【名称】
土地利用計画書の作成

【取組の目的/効果】
未利用地（普通財産）の売払いを
進めるとともに、公有財産の活用
による新たな歳入確保を図るた
め、未利用地の再確認を行い、公
有財産の有効活用に係る計画等
の策定を行う。

【目標値】
土地利用計画書の作成



収納推進課
高齢者支援課
都市整備課
上下水道課
税務住民課
子育て支援課

産業観光課

税務住民課

財務課



R03 光熱水費の削減（削減目標平成23年度比1％） 100%

R04 光熱水費の削減（削減目標平成23年度比1％） 100%

R05 光熱水費の削減（削減目標平成23年度比1％） 100%

R06 光熱水費の削減（削減目標平成23年度比1％） 100%

整理番号：2-⑴-5-1

R07 光熱水費の削減（削減目標平成23年度比1％） 100%

R03

実施計画及び財政推計の策定、各事業と総合計画と
の関連の明確化
【目標】町民１人当たりの起債残高（臨時財政対策債を
除く） ： 20万円

20万円 20%

R04

実施計画及び財政推計の策定、各事業と総合計画と
の関連の明確化
【目標】町民１人当たりの起債残高（臨時財政対策債を
除く） ： 19万円

19万円 40%

R05

実施計画及び財政推計の策定、各事業と総合計画と
の関連の明確化
【目標】町民１人当たりの起債残高（臨時財政対策債を
除く） ：18万円

18万円 60%

R06

実施計画及び財政推計の策定、各事業と総合計画と
の関連の明確化
【目標】町民１人当たりの起債残高（臨時財政対策債を
除く） ： 17万円

17万円 80%

整理番号：2-⑴-5-2

R07

実施計画及び財政推計の策定、各事業と総合計画と
の関連の明確化
【目標】町民１人当たりの起債残高（臨時財政対策債を
除く） ： 16万円

16万円 100%

R03
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

R04
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

R05
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

R06
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

整理番号：2-⑴-5-3

R07
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

5 実施計画を適切に反映
し、中長期的な視点で
持続可能な行財政運営
に努めます。

1

【名称】
地球温暖化計画の実施、定期的な
見直し、電力料デマンド管理の実
施

【取組の目的/効果】
冷暖房の温度設定や昼休みの消
灯など節電を行い、コストを削減す
る。

2

【名称】
総合計画と財政計画を連動した予
算編成システムの構築の推進

【取組の目的/効果】
長期的な視点に立った安定財政を
推進する。

【目標値】
町民１人当たりの起債残高（臨時
財政対策債を除く） ： 16万円

3

【名称】
マネジメントサイクルに基づく事業
の改善・見直し

【取組の目的/効果】
「実施計画の策定→事業実施→事
業評価→事業の改善・見直し」のマ
ネジメントサイクルに基づき、総合
計画及び総合戦略を推進する。



財務課

財務課
政策企画課

財務課
政策企画課



基本施策２－効率的・効果的な行財政運営の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03
予算編成方針に基づく予算要求、適切な予算執行
【目標】経常収支比率92.0％

92% 100%

R04
予算編成方針に基づく予算要求、適切な予算執行
【目標】経常収支比率92.0％

92% 100%

R05
予算編成方針に基づく予算要求、適切な予算執行
【目標】経常収支比率92.0％

92% 100%

R06
予算編成方針に基づく予算要求、適切な予算執行
【目標】経常収支比率92.0％

92% 100%

整理番号：2-⑵-1-1

R07
予算編成方針に基づく予算要求、適切な予算執行
【目標】経常収支比率92.0％

92% 100%

R03 研修・会議参加におけるオンライン活用の周知 40%

R04
研修・会議参加におけるオンライン活用の周知
庁内の特別旅費支給の実態把握と、国と近隣市町の
旅費支給の現況調査、及び内部調整

50%

R05
研修・会議参加におけるオンライン活用の周知
例規改正等の内部整理。可能な段階から実費支払い
の実施。

80%

R06
研修・会議参加におけるオンライン活用の周知
旅費の実費支払いの実施。

100%

整理番号：2-⑵-1-2

R07
研修・会議参加におけるオンライン活用の周知
旅費の実費支払いの実施。

100%

R03
広報紙やホームページを通じた財政情報等の提供を継
続する。

100%

R04
広報紙やホームページを通じた財政情報等の提供を継
続する。

100%

R05
広報紙やホームページを通じた財政情報等の提供を継
続する。

100%

R06
広報紙やホームページを通じた財政情報等の提供を継
続する。

100%

整理番号：2-⑵-2-1

R07
広報紙やホームページを通じた財政情報等の提供を継
続する。

100%

R03 継続事業の洗い出し、評価点検・予算化の協議 100%

R04 継続事業の洗い出し、評価点検・予算化の協議 100%

R05 継続事業の洗い出し、評価点検・予算化の協議 100%

R06 継続事業の洗い出し、評価点検・予算化の協議 100%

整理番号：2-⑵-2-2

R07 継続事業の洗い出し、評価点検・予算化の協議 100%

大分類 中分類

財務会計・起債管理シ
ステム等を活用し、効
率的な財政管理を図り
ます。

1

【名称】
わかりやすい財政情報の提供

【取組の目的/効果】
厳しい財政状況が続く中、多くの財
政情報についての住民理解を得る
ため、現在の財政状況や将来的な
見込みなどをわかりやすく提供す
る。

2

【名称】
継続的な事業の点検・見直し

【取組の目的/効果】
継続的事業について、その成果や
費用対効果、住民ニーズ等につい
ての点検評価及び実施方法等の
見直しを行い、既に一定の効果が
得られた事業や費用に対して明確
な効果が期待できない事業等につ
いて、再編や統廃合を推進する。

⑵　健全な財
政運営

1 各事業のスクラップアン
ドビルドを徹底し、政策
的経費に振り向ける一
般財源の確保に努めま
す。また、全額地方交
付税措置のある臨時財
政対策債などを除く実
質的な起債残高の抑制
を図ります。

1

【名称】
事業の総点検

【取組の目的/効果】
経常事業の見直しを実施する。
予算編成方針に基づく予算要求及
び適切な予算執行を徹底する。

【目標値】
経常収支比率 ： 92.0％

2

【名称】
旅費の見直し（特別旅費の実費
制、オンライン研修・会議への積極
的参加による旅費の削減）

【取組の目的/効果】
研修等の参加についてオンライン
を主体とすることにより、普通旅費
の削減を目指す。
特別旅費（宿泊費・交通費等）の支
払額を実費とすることにより、必要
経費の削減を目指す。

2



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

小分類 推進課

財務課

財務課
政策企画課

財務課

総務課



R03 財務書類の作成、公表、活用 100%

R04 財務書類の作成、公表、活用 100%

R05 財務書類の作成、公表、活用 100%

R06 財務書類の作成、公表、活用 100%

整理番号：2-⑵-3

R07 財務書類の作成、公表、活用 100%

R03
工事や業務の性格等に応じて、適切な入札契約方式を
選択・活用する。
電子入札システムを導入する。

100%

R04
工事や業務の性格等に応じて、適切な入札契約方式を
選択・活用する。
電子入札システムを導入する。

100%

R05
工事や業務の性格等に応じて、適切な入札契約方式を
選択・活用する。
電子入札システムを導入する。

100%

R06
工事や業務の性格等に応じて、適切な入札契約方式を
選択・活用する。
電子入札システムを導入する。

100%

整理番号：2-⑵-4

R07
工事や業務の性格等に応じて、適切な入札契約方式を
選択・活用する。
電子入札システムを導入する。

100%

R03 予算編成時に一覧表を作成、見直し 100%

R04 予算編成時に一覧表を作成、見直し 100%

R05 予算編成時に一覧表を作成、見直し 100%

R06 予算編成時に一覧表を作成、見直し 100%

整理番号：2-⑵-5

R07 予算編成時に一覧表を作成、見直し 100%

R03
第５次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施

162 30%

R04

第５次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて

164 60%

R05

第６次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて

165 100%

R06

第７次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて

165 100%

整理番号：2-⑵-6

R07

第５次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて

165 100%

3 新公会計システムを活
用し、財政マネジメント
を強化します。

1

【名称】
財務書類をマネジメント・ツールとし
て予算編成や公共施設の適正管
理に反映

【取組の目的/効果】
財務書類を作成し、町の課題等を
明確にすることで、予算編成や公
共施設の適正管理をする上での指
標とし、健全な財政運営を行う。

4 入札のあり方（電子入
札等）を検討し、競争性
の向上や入札に関する
事務の効率化に努めま
す。

1

【名称】
適正な契約方式の採用採用と、工事・
業務等の品質を確保

【取組の目的/効果】
工事や業務の性格等に応じ、指名競
争入札の他、総合評価方式やプロ
ポーザルなど適正な入札・契約方式を
検討する。
県のシステムを利用し、電子申請によ
る指名願の受付を行うことで業者登録
事務を効率化する。
入札執行にかかる一連の業務（公告・
指名通知・入札・開札等）について電子
入札の導入を検討する。
電子入札システムによる入札参加資
格申請の受付を継続する。

5 補助金等事務事業を見
直し、経費の節減・合理
化を推進します。

1

【名称】
補助金等の整理・合理化

【取組の目的/効果】
・社会経済情勢が大きく変化する
中で、住民の価値観やニーズ等に
的確に対応し、施策実現に効果的
に活用できるよう、継続的に補助
金の見直しを行う。
・加入団体負担金についても、具
体的な効果、成果が明確でないも
のがある。

6 適切な職員数により人
件費の抑制に努めま
す。

1

【名称】
職員数適正化の推進（第５次定員
適正化計画）

【取組の目的/効果】
第５次定員適正化計画に基づき職
員採用（再任用を含む）を行い、業
務量等に応じた人員配置と中長期
的な職員の育成を図ることで、総
合的な住民サービスの向上を図
る。

【目標値】
令和７年度において職員定員165
人を維持する



財務課

財務課

財務課
教育総務課

総務課



R03 未利用町有地の調査 20%

R04 未利用町有地の調査 40%

R05 未利用町有地の売却・有効利用の検討 60%

R06 未利用町有地の売却・有効利用の検討 80%

整理番号：2-⑵-7-1

R07 土地利用計画書の作成、完成 100%

R03
現在の体制を維持しながら業務内容の見直しを検討
（環境センター、西部・中央地域健康センター、くまのみ
らい保育園、

20%

R04
現在の体制を維持しながら業務内容の見直しを検討
（環境センター、西部地域健康センター、体育館・グラン
ド）

40%

R05
現在の体制を維持しながら業務内容の見直しを検討
（環境センター、西部地域健康センター、筆の里工房）

60%

R06
現在の体制を維持しながら業務内容の見直しを検討
（環境センター、西部・中央地域健康センター）

80%

整理番号：2-⑵-7-2

R07
現在の体制を維持しながら業務内容の見直しを検討
（環境センター、西部・東部地域健康センター、深原地
区公園、ふれあい館、

100%

R03
公共施設等総合管理計画の見直し。公共施設の修繕・
改修等については修繕計画等に基づき実施

100%

R04
公共施設等総合管理計画の見直し。公共施設の修繕・
改修等については修繕計画等に基づき実施

100%

R05
公共施設等総合管理計画の見直し。公共施設の修繕・
改修等については修繕計画等に基づき実施

100%

R06
公共施設等総合管理計画の見直し。公共施設の修繕・
改修等については修繕計画等に基づき実施

100%

整理番号：2-⑵-8

R07
公共施設等総合管理計画の見直し。公共施設の修繕・
改修等については修繕計画等に基づき実施

100%

R03
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

R04
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

R05
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

R06
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

整理番号：2-⑵-9

R07
実施計画（事業計画）の作成、事業評価（総合計画等
の実績報告）を行い、必要に応じて事業の改善・見直し
を行う。

100%

7 PPP／PFIの導入や民
間委託により経費の節
減を図るとともに、民間
のノウハウを生かした
公共施設の効率的な運
営管理を推進します。

1

※2-⑴-4　再掲

【名称】
土地利用計画書の作成

【取組の目的/効果】
未利用地（普通財産）の売払いを
進めるとともに、公有財産の活用
による新たな歳入確保を図るた
め、未利用地の再確認を行い、公
有財産の有効活用に係る計画等
の策定を行う。

【目標値】
土地利用計画書の作成

2

【名称】
指定管理者制度の継続

【取組の目的/効果】
体育館，グランド，筆の里工房，く
まのみらい保育園，各健康セン
ター，ふれあい館，深原地区公園，
環境センターに導入している指定
管理者制度を適切に継続する。

【目標値】
事業内容の見直し

8 公共施設の統廃合を含
めた施設配置のあり方
の検討、公共施設の長
寿命化などによる改修
費用の削減や平準化な
ど、公共施設マネジメン
トの取組を推進します。

1

【名称】
公共施設等の適正管理

【取組の目的/効果】
「公共施設等総合管理計画」及び
各長寿命化計画、個別施設計画等
に基づき、予防保全型管理を取り
入れ、計画的な修繕等を行うことで
財政負担の軽減と平準化を図る

【目標値】
公共施設の修繕・改修等について
は修繕計画等に基づき実施。必要
に応じて計画の変更を行う

9 実施計画に基づいて、
限られた財源の重点
的・効率的な配分に努
めます。

1

※2-⑴-5　再掲

【名称】
マネジメントサイクルに基づく事業
の改善・見直し

【取組の目的/効果】
「実施計画の策定→事業実施→事
業評価→事業の改善・見直し」のマ
ネジメントサイクルに基づき、総合
計画及び総合戦略を推進する。



財務課

財務課
産業観光課
社会福祉課
子育て支援課
生活環境課
都市整備課
教育総務課

財務課
総務課
建設課
都市整備課
上下水道課
産業観光課
社会福祉課
子育て支援課
生活環境課
教育総務課

財務課



R03
使用料・手数料等について適正な受益者負担となるよ
う必要に応じて見直しを行う

100%

R04
使用料・手数料等について適正な受益者負担となるよ
う必要に応じて見直しを行う

100%

R05
使用料・手数料等について適正な受益者負担となるよ
う必要に応じて見直しを行う

100%

R06
使用料・手数料等について適正な受益者負担となるよ
う必要に応じて見直しを行う

100%

整理番号：2-⑵-10-1

R07
使用料・手数料等について適正な受益者負担となるよ
う必要に応じて見直しを行う

100%

R03
サイボウズ予約状況の内容分析を行う。
分析結果や取得年数等を勘案し公用車の配置変更を
検討する。

100%

R04
サイボウズ予約状況の内容分析を行う。
分析結果や取得年数等を勘案し公用車の配置変更を
検討する。

100%

R05
サイボウズ予約状況の内容分析を行う。
分析結果や取得年数等を勘案し公用車の配置変更を
検討する。

100%

R06
サイボウズ予約状況の内容分析を行う。
分析結果や取得年数等を勘案し公用車の配置変更を
検討する。

100%

整理番号：2-⑵-10-2

R07
サイボウズ予約状況の内容分析を行う。
分析結果や取得年数等を勘案し公用車の配置変更を
検討する。

100%

【名称】
公用車の適正配置・稼働率の向上

【取組の目的/効果】
公用車の適正配置と効率的運用・
管理方法を検討し、適正な管理を
行う。

10 コスト意識に基づいた
事業の実施や投資効
果、費用対効果に配慮
した事業の導入・運営
に努めます。

1

【名称】
適正な受益者負担の設定

【取組の目的/効果】
施設利用状況や他団体の料金体
系を把握した上で、適正な受益者
負担の設定を行う。

【目標値】
適正な使用料・手数料等の設定

2



財務課

財務課



R03
予算編成方針での新たな削減手法の実施、財政状況
の共有化

100%

R04
予算編成方針での新たな削減手法の実施、財政状況
の共有化

100%

R05
予算編成方針での新たな削減手法の実施、財政状況
の共有化

100%

R06
予算編成方針での新たな削減手法の実施、財政状況
の共有化

100%

整理番号：2-⑵-10-3

R07
予算編成方針での新たな削減手法の実施、財政状況
の共有化

100%

R03 月１回程度の建設技術部会調整会議の実施 100%

R04 月１回程度の建設技術部会調整会議の実施 100%

R05 月１回程度の建設技術部会調整会議の実施 100%

R06 月１回程度の建設技術部会調整会議の実施 100%

整理番号：2-⑵-10-4

R07 月１回程度の建設技術部会調整会議の実施 100%

R03 公営企業会計の移行準備 20%

R04
公営企業会計の移行開始、下水道使用料の改定の方
針決定

40%

R05 下水道使用料改定に向けた分析 60%

R06 下水道使用料改定に向けた分析 80%

整理番号：2-⑵-11-1

R07 下水道使用料改定に向けた分析 100%

R03
公共下水道事業経営戦略の検証及び進捗状況の確認
水道事業経営戦略の検証及び進捗状況の確認

10%

R04
公共下水道事業経営戦略の見直し
水道事業経営戦略の検証及び進捗状況の確認、改定
に向けた整理

30%

R05
見直し後の公共下水道事業経営戦略の検証及び進捗
状況の確認
水道事業経営戦略の改定

50%

R06
見直し後の公共下水道事業経営戦略の検証及び進捗
状況の確認
水道事業経営戦略の検証及び進捗状況の確認

70%

整理番号：2-⑵-11-2

R07
次期(R8～R17)の公共下水道事業経営戦略の策定
水道事業経営戦略の検証及び進捗状況の確認

100%

3

【名称】
コスト意識と創意工夫による節減
の意識改革

【取組の目的/効果】
予算段階において、最小の経費で
最大の行政効果が上がるよう、コ
スト意識と創意工夫により事務事
業を執行する。

【名称】
経営戦略の見直し及び次期経営
戦略の策定

【取組の目的/効果】
経営戦略の評価・検証、改定を通
じ、経営基盤強化と財政マネージメ
ントの向上を図る。

4

【名称】
公共工事のコスト縮減の推進

【取組の目的/効果】
公共事業の実施にあたって定期的
に情報の共有を行う事で、重複工
事の抑制や、同時期での施工によ
る事業費の削減など、不要なコスト
の縮減を行う。

11 上水道・下水道など地
方公営企業の健全経
営に努めます。

1

【名称】
上下水道料金の適正化

【取組の目的/効果】
【下水】
経営戦略の見直しや下水道事業
の地方公営企業法の適用により作
成される財務諸表など総合的に分
析し、下水道使用料の改定の方針
を定める。

2



上下水道課

財務課

建設課
都市整備課
上下水道課
農林緑地課

上下水道課



基本施策２－効率的・効果的な行財政運営の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03
第５次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施

162 30%

R04

第５次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて
検討を実施

164 60%

R05

第６次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて
検討を実施

165 100%

R06

第７次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて
検討を実施

165 100%

整理番号：2-⑶-1

R07

第５次定員適正化計画の職員定員に応じた採用を実
施
職員の年齢の偏重を解消するための制度（早期勧奨退
職など）や、定数の考え方（育休・派遣者）などについて
検討を実施

165 100%

R03
夏季特別休暇の完全消化の推進と、土日を利用した長
期休暇取得の勧奨。

10 60%

R04

夏季特別休暇の完全消化の推進と、土日を利用した長
期休暇取得の勧奨。
計画的または臨時的な休暇取得が行いやすい職場意
識、雰囲気作りへの取り組み

11.5 70%

R05

夏季特別休暇の完全消化の推進と、土日を利用した長
期休暇取得の勧奨。
計画的または臨時的な休暇取得が行いやすい職場意
識、雰囲気作りへの取り組み

13 90%

R06

夏季特別休暇の完全消化の推進と、土日を利用した長
期休暇取得の勧奨。
計画的または臨時的な休暇取得が行いやすい職場意
識、雰囲気作りへの取り組み

15 100%

整理番号：2-⑶-2

R07

夏季特別休暇の完全消化の推進と、土日を利用した長
期休暇取得の勧奨。
休暇がより取得しやすくなる職場づくりにむけた先進事
例の研修の継続

15 100%

R03

全職員を対象としたヒヤリング（自己申告書）を実施し、
配置換え・昇任・降格希望等を把握するとともに、新た
に取得（予定）した資格など、職務に関する自己啓発等
についても情報収集し、人事異動の基礎資料の一つと
する。

100%

R04

全職員を対象としたヒヤリング（自己申告書）を実施し、
配置換え・昇任・降格希望等を把握するとともに、新た
に取得（予定）した資格など、職務に関する自己啓発等
についても情報収集し、人事異動の基礎資料の一つと
する。

100%

R05

全職員を対象としたヒヤリング（自己申告書）を実施し、
配置換え・昇任・降格希望等を把握するとともに、新た
に取得（予定）した資格など、職務に関する自己啓発等
についても情報収集し、人事異動の基礎資料の一つと
する。

100%

R06

全職員を対象としたヒヤリング（自己申告書）を実施し、
配置換え・昇任・降格希望等を把握するとともに、新た
に取得（予定）した資格など、職務に関する自己啓発等
についても情報収集し、人事異動の基礎資料の一つと
する。

100%

整理番号：2-⑶-3

R07

全職員を対象としたヒヤリング（自己申告書）を実施し、
配置換え・昇任・降格希望等を把握するとともに、新た
に取得（予定）した資格など、職務に関する自己啓発等
についても情報収集し、人事異動の基礎資料の一つと
する。

100%

大分類 中分類

3 職員個々の能力・適性
や事務事業の性格に
応じた職員の適正配置
を図ります。

1

【名称】
職員の意向調査等を基礎資料とし
た効果的・効率的な組織の構築

【取組の目的/効果】
課長による課員の面談やヒヤリン
グシート（自己申告書）で配属希望
等を把握することにより、個々の職
員の能力とモチベーションに応じた
職員配置による事務の効率化を目
的とする。

⑶　適切な人
材の配置と
育成

1 意思決定や事務執行
の迅速化・効率化に向
けて、簡素・合理的な組
織体制の確立を図ると
ともに、組織間の連携、
総合調整能力などの強
化に努めます。

1

※2-⑵-6再掲

【名称】
職員数適正化の推進（第５次定員
適正化計画）

【取組の目的/効果】
第５次定員適正化計画に基づき職
員採用（再任用を含む）を行い、業
務量等に応じた人員配置と中長期
的な職員の育成を図ることで、総
合的な住民サービスの向上を図
る。

【目標値】
令和７年度において職員定員165
人を維持する

2 職員一人ひとりが仕事
と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）を図り
ながら能力を最大限発
揮できる環境を整備し
ます。

1

【名称】
適切な休暇取得の推進

【取組の目的/効果】
年次有給休暇や特別休暇などを適
切に取得することで仕事と私生活
とのバランスを保ち、心身ともに健
康な状態で業務を行えることを目
指す。

【目標値】
全職員における年休の平均取得
日数を15日とする。（令和２年実
績：9.7日）



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

小分類 推進課

総務課

総務課

総務課



R03

職員に対して人事考課の研修を実施し、制度に対する
理解を促進する
次年度で手当等に評価を反映させるため、内部整理を
完了させる

20%

R04
職員に対して人事考課の研修を実施し、制度に対する
理解を促進する
令和４年１２月の勤勉手当に人事評価を反映させる

40%

R05
職員に対して人事考課の研修を実施し、制度に対する
理解を促進する
適宜制度を見直し、昇給その他の人事評価に活用する

60%

R06
職員に対して人事考課の研修を実施し、制度に対する
理解を促進する
適宜制度を見直し、昇給その他の人事評価に活用する

80%

整理番号：2-⑶-4

R07
職員に対して人事考課の研修を実施し、制度に対する
理解を促進する
適宜制度を見直し、昇給その他の人事評価に活用する

100%

R03
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R04
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R05
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R06
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

整理番号：2-⑶-5

R07
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R03
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R04
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R05
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R06
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

整理番号：2-⑶-6

R07
職員の経験年数や職務、役職等に応じ必要な能力を
取得できるよう、計画的な研修を実施し必要な人材を
育成する

100%

R03
自己申告書に記載の意見・提案をとりまとめ、関係部課
と情報共有し、対応可能なものに着手する

100%

R04

自己申告書に記載の意見・提案をとりまとめ、関係部課
と情報共有し、対応可能なものに着手する
自己申告書の記載以外で職員提案できる場（意見箱・
チャットルーム・LINE活用など）の設置方法を検討する

100%

R05

職員提案できる場（意見箱・チャットルーム・LINE活用な
ど）を設置し、対応可能なものに着手する
職員提案をすべての職員が共有し、全員で職場改善し
ていく機運を高める

100%

R06

職員提案できる場（意見箱・チャットルーム・LINE活用な
ど）を設置し、対応可能なものに着手する
職員提案をすべての職員が共有し、全員で職場改善し
ていく機運を高める

100%

整理番号：2-⑶-7

R07

職員提案できる場（意見箱・チャットルーム・LINE活用な
ど）を設置し、対応可能なものに着手する
職員提案をすべての職員が共有し、全員で職場改善し
ていく機運を高める

100%

4 公正・公平な人事評価
を実施し、評価結果を
適切に活用することで、
業務に対するモチベー
ションの向上や人材育
成に努めます。

1

【名称】
人事考課制度の適切な運営

【取組の目的/効果】
適切な業務評価を実施し、これを
勤勉手当及び給与等に反映させる
ことで職員の業務へのモチベー
ション維持・向上を図る。

5 人材育成基本方針に
基づいて、地方分権に
柔軟に対応できる職員
の育成を図ります。

1

【名称】
計画的・総合的な人材育成

【取組の目的/効果】
職員として目指す職員像、求めら
れる能力、必要とされる意識、各職
務の階層別役割を明確にし、その
能力開発、意識の向上を図る

6 国・県等の各種職員研
修への参加を充実し、
職員の政策形成能力、
調整能力、専門性など
の向上に努めます。

1

※2-⑶-5再掲

【名称】
計画的・総合的な人材育成

【取組の目的/効果】
職員として目指す職員像、求めら
れる能力、必要とされる意識、各職
務の階層別役割を明確にし、その
能力開発、意識の向上を図る

7 組織の目的や価値観
の共有を促進し、仕事
に対するモチベーション
を高めていくよう、職員
間のコミュニケーション
の活性化を促進しま
す。

1

【名称】
全庁的な事務処理効率化の推進
（職員提案制度）

【取組の目的/効果】
職員からの職場や業務改善に関
する意見・提案を積極的に聴取し、
働きやすく円滑に事務が執行でき
る環境を整える。



総務課

総務課

総務課

総務課



■基本施策３　　スマート自治体への体制整備

基本施策３－スマート自治体への体制整備

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03
ぴったりサービスでのオンライン申請開始
申請書等の押印・署名の見直し及び例規改正及び業
務フロー（本人確認方法等）の見直し

100%

R04

基幹系業務のぴったりサービスでのオンライン申請対
応拡充及び基幹系システムとぴったりサービスとの連
携開始
広島県電子申請システム等の活用によるその他業務
のオンライン化

100%

R05

基幹系業務のぴったりサービスでのオンライン申請対
応拡充及び基幹系システムとぴったりサービスとの連
携開始
広島県電子申請システム等の活用によるその他業務
のオンライン化

100%

R06
「書かない窓口」システム、文書管理・電子決裁システ
ム導入検討

100%

整理番号：3-⑴-1-1

R07
「書かない窓口」システム、文書管理・電子決裁システ
ム導入検討

100%

R03
チェックシートの見直し及び運用の徹底
おくやみ窓口の運用
窓口の充実について再検討

100%

R04
チェックシートの見直し及び運用の徹底
おくやみ窓口の運用
窓口の充実について再検討

100%

R05
チェックシートの見直し及び運用の徹底
おくやみ窓口の運用
窓口の充実について再検討

100%

R06
チェックシートの見直し及び運用の徹底
おくやみ窓口の運用
窓口の充実について再検討

100%

整理番号：3-⑴-1-2

R07
チェックシートの見直し及び運用の徹底
おくやみ窓口の運用
窓口の充実について再検討

100%

R03 アンケート内容の検討 10%

R04 アンケート内容の検討 20%

R05 アンケートの実施、改善 30%

R06 分析結果の実施、改善 60%

整理番号：3-⑴-1-3

R07 分析結果の実施、改善 100%

R03

次期システム更改基本合意書締結（サンネット共通２６
業務＋その他オプション業務）
個別業務（家屋評価等のオンプレミス）の対応方針決定
ＲＰＡを活用した基幹系システムとの連携機能導入方
針決定

20%

R04
基幹系業務クラウド次期システム導入作業、業務フ
ロー再構築
基幹系システムとぴったりサービスとの連携開始

40%

R05 次期システム本格稼働 60%

R06 標準準拠システムおよびＧｏｖ－Ｃｌｏｕｄへの適合作業 80%

整理番号：3-⑴-2

R07
標準準拠システムおよびＧｏｖ－Ｃｌｏｕｄへのシフト＆リフ
ト
業務の標準化・共通化等業務プロセス改革

100%

大分類 中分類

【名称】
窓口アンケートの実施

【取組の目的/効果】
窓口利用者の評価や意見を把握
し，改善につなげることにより，住
民の視点に立った窓口サービスの
提供と向上につなげることを目的と
する。

2 業務の標準化や共通
化など業務プロセスの
改革を継続的に進める
と同時に、業務の自動
化・省力化につながる
AI等の先端技術の活用
も視野にDX（デジタルト
ランスフォーメーション）
を推進し、人的・財政的
負担の軽減を実現しま
す。 1

【名称】
基幹系情報システム標準化・共通
化

【取組の目的/効果】
業務の標準化や共通化など業務プ
ロセスの改革を継続的に進めると
同時に、業務の自動化・省力化に
つながるAI等の先端技術の活用も
視野にDX（デジタルトランスフォー
メーション）を推進し、人的・財政的
負担の軽減を実現する。

⑴　スマート
自治体の推
進

1 「行かない・待たない・
書かない」を原則とし、
押印の必要性の検討、
行政手続きのオンライ
ン化や申請届出・納付
手続・案内業務等の電
子化、ワンストップサー
ビスの推進等により、
町民生活の利便性向
上を図ります。

1

【名称】
行政手続きオンライン化

【取組の目的/効果】
「行かない・待たない・書かない」を
原則とし、押印の必要性の検討、
行政手続きのオンライン化や申請
届出・納付手続・案内業務等の電
子化、ワンストップサービスの推進
等により、町民生活の利便性向上
を図る。

2

【名称】
窓口チェックシートの定期的な見直
し

【取組の目的/効果】
住民異動に係る各種手続の手続
漏れを防ぐことを目的とする。

3



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

小分類 推進課

税務住民課
総務課
収納管理課
社会福祉課
高齢者支援課
子育て支援課
生活環境課
上下水道課
教育総務課

政策企画課

政策企画課

税務住民課
総務課
収納管理課
社会福祉課
高齢者支援課
子育て支援課
生活環境課
上下水道課
教育総務課



R03
テレワーク実証実験実施及び本格導入の実施方針決
定

5 20%

R04 テレワーク本格運用開始及び人事労務制度の見直し 10 40%

R05 テレワーク本格運用促進及び人事労務制度の改善 15 60%

R06 テレワーク本格運用促進及び人事労務制度の改善 20 80%

整理番号：3-⑴-3

R07 テレワーク本格運用促進及び人事労務制度の改善 25 100%

R03

次期システム更改基本合意書締結（サンネット共通２６
業務＋その他オプション業務）
個別業務（家屋評価等のオンプレミス）の対応方針決定
ＲＰＡを活用した基幹系システムとの連携機能導入方
針決定

20%

R04
基幹系業務クラウド次期システム導入作業、業務フ
ロー再構築
基幹系システムとぴったりサービスとの連携開始

40%

R05 次期システム本格稼働 60%

R06 標準準拠システムおよびＧｏｖ－Ｃｌｏｕｄへの適合作業 80%

整理番号：3-⑴-4

R07
標準準拠システムおよびＧｏｖ－Ｃｌｏｕｄへのシフト＆リフ
ト
業務の標準化・共通化等業務プロセス改革

100%

R03
文書の保存・廃棄について周知を行い、保存文書の削
減の協力を依頼する

340 10%

R04

文書の保存・廃棄について周知を行い、保存文書の削
減の協力を依頼する
グループウエアの電子決裁の活用について基準を示
し、紙媒体の保存量削減を目指す

330 30%

R05
文書の保存・廃棄について周知を行い、保存文書の削
減の協力を依頼する
グループウエアの電子決裁の活用を推進する

320 50%

R06
文書の保存・廃棄について周知を行い、保存文書の削
減の協力を依頼する
グループウエアの電子決裁の活用を推進する

310 80%

整理番号：3-⑴-5-1

R07
文書の保存・廃棄について周知を行い、保存文書の削
減の協力を依頼する
グループウエアの電子決裁の活用を推進する

306 100%

R03

庁内一部無線化、各会議室におけるインターネット、
LGWAN回線の利用環境拡充、グループウェア各種機
能の活用強化によるペーパーレス化に資する環境の整
備

20%

R04
高速印刷機の活用強化及び庁内ペーパーレス化の促
進

40%

R05
複合機の最適配置・集約化及び文書管理・電子決裁シ
ステム導入検討

60%

R06 文書管理・電子決裁システム導入検討 80%

整理番号：3-⑴-5-2

R07 庁内無線化完了による一層のペーパーレス化推進 100%

5 ペーパーレス化の推進
により、保存・廃棄まで
含めた紙媒体に係る多
くのコストを削減すると
同時に、情報の共有性
や検索性を向上させ、
業務効率化とセキュリ
ティ対策の強化に努め
ます。

1

【名称】
文書保存箱の削減

【目的・効果】
各年度において保存する文書と破
棄する文書を明確に分類するとと
もに、グループウエアでのワークフ
ロー決裁を推進し、紙媒体での文
書保存を減少させることで、省ス
ペース化と用紙等購入費の削減を
目的とする。

【目標値】
第６次総計記載KPI数値：306箱

2

【名称】
ペーパーレス化の推進

【目的・効果】
ペーパーレス化の推進により、保
存・廃棄まで含めた紙媒体に係る
多くのコストを削減すると同時に、
情報の共有性や検索性を向上さ
せ、業務効率化とセキュリティ対策
を強化する。

3 リモートワークの導入
や電子決裁のより一層
の推進、行政文書の電
子化等により、働き方
の流動性・可動性を高
め、働き方改革やオフィ
ス改革につなげます。
また、災害や新たな感
染症などが発生した場
合においても行政運営
の停滞を招かない組織
体制の確保に努めま
す。

1

【名称】
テレワーク等の推進

【取組の目的/効果】
テレワークの導入や電子決裁のより一
層の推進、行政文書の電子化等によ
り、働き方の流動性・可動性を高め、働
き方改革やオフィス改革を図る。また、
災害や新たな感染症などが発生した
場合においても行政運営の停滞を招
かない組織体制の確保に努める。

【目標値】
第６次総計記載KPI数値：町職員のリ
モートワーク実利用者割合25％

4 各種情報システムや
ネットワーク利用におい
てクラウドサービスを積
極的に活用し、行政事
務の安定化及び効率
化と利便性の向上を図
ります。

【名称】
基幹系情報システム標準化・共通
化

【取組の目的/効果】
業務の標準化や共通化など業務プ
ロセスの改革を継続的に進めると
同時に、各種情報システムやネット
ワーク利用においてクラウドサービ
スを積極的に活用し、業務の自動
化・省力化につながるAI等の先端
技術の活用も視野にDX（デジタル
トランスフォーメーション）推進、人
的・財政的負担の軽減を実現す
る。



実績：保存箱数：363箱／廃棄箱数：278箱
保存と廃棄のバランスが釣り合っていないが、既存の空き
スペースで対応可能であった。

368 10%
目標箱数より大幅に増えたため、次年度に向け紙文書の
保存基準などを示せるよう準備を行う。

総務課

政策企画課
総務課

政策企画課

政策企画課



R03
オープンデータ化の強化と民間での活用に向けた支援
統合型ＧＩＳ導入の検討

20%

R04
官民共通プラットフォーム・データ連携協定／ビッグ
データ利活用の検討
統合型ＧＩＳ導入の検討

40%

R05
官民共通プラットフォーム・データ連携協定／ビッグ
データ利活用の検討
統合型ＧＩＳ導入の検討

60%

R06
官民共通プラットフォーム、データ連携協定に基づく取
組

80%

整理番号：3-⑴-6

R07
官民共通プラットフォーム、データ連携協定に基づく取
組

100%

R03
分離系ＮＷ・複合機の延長検討
基幹系ＮＷ・分離系ＮＷ・強靱化ＮＷ・広島県セキュリ
ティクラウド・複合機更新のための方針検討

20%

R04
分離系ＮＷ・複合機の延長検討
基幹系ＮＷ・分離系ＮＷ・強靱化ＮＷ・広島県セキュリ
ティクラウド・複合機更新のための方針検討

40%

R05
基幹系ＮＷ・分離系ＮＷ・強靱化ＮＷ・広島県セキュリ
ティクラウド・複合機　更新

60%

R06
庁内LANWAN ＮＷ延長検討及び次期庁内LANWAN Ｎ
Ｗ・地域イントラＮＷにおける各種構築作業

80%

整理番号：3-⑴-7

R07 庁内LANWAN ＮＷ・地域イントラＮＷ　更新 100%

R03
オープンデータ化の強化と民間での活用に向けた支援
統合型ＧＩＳ導入の検討

20%

R04
官民共通プラットフォーム・データ連携協定／ビッグ
データ利活用の検討
統合型ＧＩＳ導入の検討

40%

R05
官民共通プラットフォーム・データ連携協定／ビッグ
データ利活用の検討
統合型ＧＩＳ導入の検討

60%

R06
官民共通プラットフォーム、データ連携協定に基づく取
組

80%

整理番号：3-⑴-9

R07
官民共通プラットフォーム、データ連携協定に基づく取
組

100%

基本施策３－スマート自治体への体制整備

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03 広報紙，ホームページに掲載 100%

R04 広報紙，ホームページに掲載 100%

R05 広報紙，ホームページに掲載 100%

R06 広報紙，ホームページに掲載 100%

整理番号：3-⑵-1

R07 広報紙，ホームページに掲載 100%

6 行政データを含むビッ
グデータやAI等の先端
技術の活用を地域や民
間企業においても促進
し、地域の生産性向上
を図るとともに、交通・
福祉など町民生活に密
接に関わる地域課題の
自発的解消を目指しま
す。またそのために必
要となる町内ネットワー
ク網やシステムの強化
についても充実を図り
ます。

1

※3-⑵-9　再掲

【名称】
オープンデータ化の強化

【取組の目的/効果】
オープンデータやデジタル技術の
積極的な活用により、医療や福
祉、商業、公共交通、防災・減災、
国土強靭化など、地域が抱える課
題の解決を図り、持続可能なまち
づくりを実現するため、スマートシ
ティの取組を推進する。

7 民間サービスとの連携
など外部ネットワークと
の接続も視野に、セ
キュリティ対策の強化を
図りつつ、ネットワーク
とシステム投資への最
適化を図り、関係経費
の削減と同時に高付加
価値な業務環境を実現
します。 1

【名称】
庁内ネットワーク・システムの最適
化

【取組の目的/効果】
民間サービスとの連携など外部
ネットワークとの接続も視野に、セ
キュリティ対策の強化を図りつつ、
ネットワークとシステム投資への最
適化を図り、関係経費の削減と同
時に高付加価値な業務環境を実
現する。

9 オープンデータやデジタ
ル技術の積極的な活用
により、医療や福祉、商
業、公共交通、防災・減
災、国土強靭化など、
地域が抱える課題の解
決を図り、持続可能な
まちづくりを実現するた
め、スマートシティの取
組を推進します。 1

【名称】
オープンデータ化の強化

【取組の目的/効果】
オープンデータやデジタル技術の
積極的な活用により、医療や福
祉、商業、公共交通、防災・減災、
国土強靭化など、地域が抱える課
題の解決を図り、持続可能なまち
づくりを実現するため、スマートシ
ティの取組を推進する。

大分類 中分類

⑵　情報化社
会に対応した
広報・広聴
の推進

1 個人情報保護条例の
規定に基づいて、個人
情報の適切な管理に努
めるとともに、情報シス
テムのセキュリティ対策
を強化し、個人情報の
漏洩防止に万全を期し
ます。

1

【名称】
行政が保有する情報の適切な管
理・公開と発信

【目的・効果】
個人情報保護の仕組みと、情報公
開請求の方法、公開実績のホーム
ページ等での周知

【目標値】
毎年１回、広報紙及びホームペー
ジで周知する。



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

政策企画課

政策企画課

政策企画課

小分類 推進課

政策企画課



R03
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計1回）

1 20%

R04
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計2回）

2 40%

R05
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計3回）

3 60%

R06
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計41回）

4 80%

整理番号：3-⑵-2

R07
要綱に基づき、各課におけるパブリックコメントの実施
を支援し、政策へ町民意見を反映する。（累計5回）

5 100%

R03
投稿窓口の運用とより意見の得られやすい方法を検討
し、意見・提案に適切に対応する。

100%

R04
投稿窓口の運用とより意見の得られやすい方法を検討
し、意見・提案に適切に対応する。

100%

R05
投稿窓口の運用とより意見の得られやすい方法を検討
し、意見・提案に適切に対応する。

100%

R06
投稿窓口の運用とより意見の得られやすい方法を検討
し、意見・提案に適切に対応する。

100%

整理番号：3-⑵-3

R07
投稿窓口の運用とより意見の得られやすい方法を検討
し、意見・提案に適切に対応する。

100%

R03
電子媒体による効果的な情報発信を実施し、ＳＮＳ等の
情報媒体の強化及び新たな情報媒体について検討す
る。

750 20%

R04
電子媒体による効果的な情報発信を実施し、ＳＮＳ等の
情報媒体の強化及び新たな情報媒体について検討す
る。

830 40%

R05
電子媒体による効果的な情報発信を実施し、ＳＮＳ等の
情報媒体の強化及び新たな情報媒体について検討す
る。

900 60%

R06
電子媒体による効果的な情報発信を実施し、ＳＮＳ等の
情報媒体の強化及び新たな情報媒体について検討す
る。

950 80%

整理番号：3-⑵-4

R07
電子媒体による効果的な情報発信を実施し、ＳＮＳ等の
情報媒体の強化及び新たな情報媒体について検討す
る。

1000 100%

※1-⑷-2　再掲

【名称】
パブリックコメントの実施

【取組の目的/効果】
政策への意思決定過程の公正を
確保し、町民意見の反映、透明性
の向上を図ることを目的とする。

【目標値】
第６次総計記載KPI数値：5回（累
計）

3 町民の意見・要望につ
いて、庁舎内での情報
の共有に努めるととも
に、組織横断的な体制
のもと迅速な対応を図
ります。

1

【名称】
政策的な意見・提案の受け入れ

【目的・効果】
町政に関する意見・提案の投稿窓
口の運用とより意見の得られやす
い方法を検討し、意見・提案に適切
に対応する。

2 意見・提案やパブリック
コメントの募集、住民意
識調査の実施、住民懇
談会など様々な場面に
おいて、多様な手段を
用いた住民意識の把握
に努めます。

1

4 様々なツールを用いて
情報の受け手のニーズ
を意識した情報発信を
強化し、障害者や高齢
者等の社会的弱者はも
ちろん、誰にでもわかり
やすく受け取りやすい
情報の提供に努めま
す。また、町民と双方向
性の高い情報共有が
可能となる仕組みを構
築します。

1

【名称】
行政情報の積極的な提供

【目的・効果】
情報媒体を活かした効果的な情報
発信の継続的な検討と実施



政策企画課

政策企画課

政策企画課
産業観光課
子育て支援課



■基本施策４　　広域連携の推進

基本施策４－広域連携の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03
連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討（現状
値R1：56事業）

58 30%

R04 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 60 60%

R05 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 61 70%

R06 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 62 90%

整理番号：4-⑴-1

R07 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 63 100%

R03
連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討（現状
値R1：56事業）

58 30%

R04 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 60 60%

R05 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 61 70%

R06 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 62 90%

整理番号：4-⑴-2-1

R07 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 63 100%

R03 安芸地区衛生施設管理組合に委託 100%

R04 安芸地区衛生施設管理組合に委託 100%

R05 安芸地区衛生施設管理組合に委託 100%

R06 安芸地区衛生施設管理組合に委託 100%

整理番号：4-⑴-2-2

R07 安芸地区衛生施設管理組合に委託 100%

R03 広島県後期高齢者医療広域連合に委託 100%

R04 広島県後期高齢者医療広域連合に委託 100%

R05 広島県後期高齢者医療広域連合に委託 100%

R06 広島県後期高齢者医療広域連合に委託 100%

整理番号：4-⑴-2-3

R07 広島県後期高齢者医療広域連合に委託 100%

1

【名称】
広域連携の推進

【目的・効果】
広域連携による圏域市町の一体的
な発展の推進

【目標値】
第６次総計記載KPI数値：広域連携
事業数63事業

1

大分類 中分類

※4-⑴-1　再掲

【名称】
広域連携の推進

【目的・効果】
広域連携による圏域市町の一体的
な発展の推進

【目標値】
第６次総計記載KPI数値：広域連携
事業数63事業

2

【名称】
適切な廃棄物処理

【目的・効果】
安芸地区衛生施設管理組合に委
託

2 町民の利便性の向上を
図り、事業の効率化を
進めていくため、多様な
分野における広域事業
の円滑な運営に努める
とともに、新たな広域事
業の実施について検討
します。

3

【名称】
収納率の向上（後期高齢）

【目的・効果】
後期高齢者医療における事務運
営を広島県後期高齢者医療広域
連合に委託する。

⑴　広域事業
の推進

1 広島広域都市圏及び
広島中央地域連携中
枢都市圏の一員として
構成市町との連携を強
化し、広域連携による
一体的な発展を推進し
ます。



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

推進課

政策企画課

小分類

政策企画課

生活環境課

税務住民課



R03
消防事務の委託により、消防力及び救急体制の強化を
促進する

100%

R04
消防事務の委託により、消防力及び救急体制の強化を
促進する

100%

R05
消防事務の委託により、消防力及び救急体制の強化を
促進する

100%

R06
消防事務の委託により、消防力及び救急体制の強化を
促進する

100%

整理番号：4-⑴-2-4

R07
消防事務の委託により、消防力及び救急体制の強化を
促進する

100%

R03
連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討（現状
値R1：56事業）

58 30%

R04 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 60 60%

R05 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 61 70%

R06 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 62 90%

整理番号：4-⑴-3-1

R07 連携事業の円滑な運営、新たな連携事業の検討 63 100%

R03 権限移譲事務の実施及び新規移譲事務の検討 100%

R04 権限移譲事務の実施及び新規移譲事務の検討 100%

R05 権限移譲事務の実施及び新規移譲事務の検討 100%

R06 権限移譲事務の実施及び新規移譲事務の検討 100%

整理番号：4-⑴-3-2

R07 権限移譲事務の実施及び新規移譲事務の検討 100%

R03 連携・協力・交流事業の検討及び実施 100%

R04 連携・協力・交流事業の検討及び実施 100%

R05 連携・協力・交流事業の検討及び実施 100%

R06 連携・協力・交流事業の検討及び実施 100%

整理番号：4-⑴-4

R07 連携・協力・交流事業の検討及び実施 100%

4

【名称】
消防力・救急体制の強化

【目的・効果】
消防事務の事務委託に関する協
定に基づき、１市３町（広島市安芸
区、海田町、熊野町、坂町）による
広域消防体制を維持し、地域にお
ける消防力及び救急体制の強化を
促進する。

3 権限強化に向け、関係
市町と連携した取組を
推進します。

1

※4-⑴-1　再掲

【名称】
広域連携の推進

【目的・効果】
広域連携による圏域市町の一体的
な発展の推進

【目標値】
第６次総計記載KPI数値：広域連携
事業数63事業

2

【名称】
地方分権の推進

【目的・効果】
住民に最も身近な基礎自治体とし
て、自己決定・自己責任のもと、地
域の実情に応じた、きめ細かな行
政サービスを提供できるよう、権限
強化に向け、新規権限移譲事務の
検討等を行う。

4 友好都市協定を締結し
た三重県熊野市と、災
害時の相互応援協定、
特産品の共同開発、イ
ベントの相互出店など
連携を深め、両市町の
ブランド力向上や地域
課題解消、住民間の相
互交流を促進します。

1

【名称】
友好都市協定に基づく連携

【目的・効果】
友好都市協定を締結した三重県熊
野市と、産業、観光、文化・スポー
ツ、防災等の幅広い交流と諸施策
を連携して展開し、両市町のブラン
ド力向上や地域課題解消、住民間
の相互交流を促進することで、両
市町のさらなる発展と繁栄を図る。



政策企画課

政策企画課

防災安全課

政策企画課



R03 桜（ソメイヨシノ）を介した交流の推進 100%

R04 桜（ソメイヨシノ）を介した交流の推進 100%

R05
桜（ソメイヨシノ）を介した交流の推進
文化芸術における新たな交流促進事業の検討

100%

R06
桜（ソメイヨシノ）を介した交流の推進
文化芸術における新たな交流促進事業の検討

100%

整理番号：4-⑴-5

R07
桜（ソメイヨシノ）を介した交流の推進
文化芸術における新たな交流促進事業の検討

100%

基本施策４－広域連携の推進

取組み名称・目的 年度 取組みの推進計画 目標値
推進予定

（％）

R03
広島県との人事交流を継続実施
相互派遣：１人（県⇔町）　研修派遣：１人（町→県）

2 100%

R04
広島県との人事交流を継続実施
相互派遣：１人（県⇔町）

1 100%

R05
広島県との人事交流を継続実施
相互派遣：１人（県⇔町）　研修派遣：１人（町→県）

2 100%

R06
広島県との人事交流を継続実施
相互派遣：１人（県⇔町）　研修派遣：１人（町→県）

2 100%

整理番号：4-⑵-2

R07
広島県との人事交流を継続実施
相互派遣：１人（県⇔町）　研修派遣：１人（町→県）

2 100%

⑵　国・県と
の連携強化

2 県との相互人事交流等
を通じ、連携強化を引
き続き推進します。

【名称】
県との職員交流（相互派遣等）の
継続

【目的・効果】
広島県との人事交流（職員の相互
派遣等）により、OJTによる町職員
のスキル向上につながると共に、
人事面での密な関係構築による
県・町相互の情報共有や事務連携
の円滑化を図る

5 特別区全国連携プロ
ジェクトでは、産業、文
化、芸術など様々な分
野での新たな連携につ
いて積極的に検討し、
双方の地域活性化につ
なげる取組を推進しま
す。

1

【名称】
豊島区との連携

【目的・効果】
東京都豊島区との交流や連携を通
じて、双方の地域課題の解決や地
域の活性化を図る。

大分類
中分類



取組みの実績 実績値
進捗状況

（％） 実績に対する評価（次年度に向けた方針）

推進課

総務課

産業観光課

小分類


